
 

  

 

１ プランの策定について（本編 p.1） 
   めぐろの子どもたちが、これからの時代に求められる資質・能力を確実に備えることができる学

校教育を実現するため、学校・教育委員会と家庭・地域が教育の情報化の考えや方向性等を共有

し、一体となって教育の情報化の推進に取り組んでいけるよう策定 

２ プランの位置付け（本編 p.1） 
   区の長期計画の補助計画として位置付けられている「めぐろ学校教育プラン」の情報分野におけ

る具体的な行動計画であり、施策の展開に当たっては、各種関連する補助計画等と整合を図る。 

３ プランの期間（本編 p.2） 
   令和４（2022）年度から令和８（2026）年度までの５年間 

４ プラン策定の方向性（本編 p.2） 
  （1）対面指導を基本としつつ、児童・生徒の発達段階や学びの内容に応じて、遠隔・オンライン教

育を適宜適切に取り入れ、双方の良さを最大限生かしていくこと。 

  （2）国の定める法律、計画等の基本理念や学習指導要領を十分に踏まえ、着実に推進するための

計画とすること。 

  （3）ＩＣＴ環境整備には一定の財政負担が伴うことから、効果的・効率的な計画とすること。 

５ プランの進め方（本編 p.2） 
   本プランに掲げた施策は、ハード面、ソフト面、人材育成と多岐にわたり、実施年度も単年度実

施や複数年をかけて実施していくものなど様々ある。特に、ＩＣＴ環境整備にかかる施策は、一定

の財政負担が伴うことから、目黒区実施計画及び毎年度の予算編成等を通じて計画的に進める。 

６ プランを進める上での留意事項（本編 p.2） 
  （1）児童・生徒の健康への配慮 

  （2）保護者・地域への周知・理解 
 

   

 

   

 

 

 

第 1章 プランの概要について（本編 p.1～p.2） 

 

ＭＥＧＵＲＯスマートスクール・アクションプラン素案 概要版 

 第２章 目黒区の現状と課題（本編 p.3～p.13） 

１ 教育の情報化にかかる社会動向（本編 p.3～p.7） 
   「Ｓｏｃｉｅｔｙ５.０」時代の到来により、将来の予測が難しい時代においては、児童・生徒がこうした

変化を前向きに受け止め、人間ならではの感性を働かせながら、社会や人生をより豊かなものにしていくこと

が必要とされており、そのためには試行錯誤しながら問題を発見・解決し、新たな価値を創造していくことが

求められている。 

   また、教員のこれまでの働き方を見直し、自らの授業を磨くとともに、その人間性や創造性を高め、子ども

たちに対して効果的な教育活動を行うことができるようにすることを目的として、学校における働き方改革を

進めていくと提唱  

２ 目黒区の現状（本編 p.8～p.9） 
（１）児童・生徒の情報活用能力の育成:プログラミング教育推進校による教育研究や成果発表を通して区内

全小学校へ普及と啓発を行い、令和２（2020）年度から全小学校の第５学年総合的な学習や第６学年理

科においてプログラミング体験学習を実施している。 

（２）教員のＩＣＴを活用した指導力:毎年度実施されている「学校における教育の情報化の実態等に関する 

調査」の実施結果から、小・中学校ともに全項目で国や都に比べて肯定的回答の割合が高く、一定の水準 

を満たしている状況である。 

（３）学校のＩＣＴ環境整備：統合型校務支援システムの導入や普通教室の無線ＬＡＮ化、児童・生徒１人１ 

台の情報端末の整備を段階的に実施している。 

３ 目黒区版 ＧＩＧＡスクール構想（本編 p.10） 
   各学校において児童・生徒１人１台の学習用情報端末を活用し、主体的・対話的で深い学びの視点から授業

改善を行うことで、児童・生徒の「個別最適な学び」の実現、「協働的な学び」の実現を図り、基礎的・基本

的な知識・技能や言語能力、情報活用能力、問題発見・解決能力等の学習の基盤となる資質・能力の確実な育

成を目指すこととし、「目黒区版 ＧＩＧＡスクール構想イメージ」を策定 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
４ 目黒区の課題（本編 p.11～p.13） 
  （1）ＩＣＴを活用した学びの充実 

  （2）ＩＣＴを活用した教員の指導力の向上と学校サポートの充実 

（3）校務におけるＩＣＴ活用の推進 

  （4）学校のＩＣＴ環境の充実とシステムの最適化 

  （5）教育情報セキュリティの確保 

  （6）保護者・地域との連携 

 

 

第３章 プランの目標と基本方針（本編 p.14～p.18） 

１ プランの目標（本編 p.14） 
  「児童・生徒」、「教員」、「働き方改革」、「ＩＣＴ環境整備」の４つの視点 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 目標に対する成果の確認（本編 p.15） 
文部科学省後援の「学校情報化認定制度」（日本教育工学協会（ＪＡＥＴ）主催）を活用し、客 

観的なエビデンスに基づく自己評価・認定申請を行い、全ての区立小・中学校で学校情報化優良校

の認定を取得すること。 

３ プランの基本方針（本編 p.16～p.18） 
   本プランの４つの目標を達成するために、以下の８つの基本方針を掲げる。 

 

 

 

   

 

   

 

 

ＩＣＴを活用した「個別最適な学び」と「協働的な学び」の実現による新しい時代に
必要となる資質・能力の向上 【児童・生徒の視点】

教員のＩＣＴ活用指導力の向上 【教員の視点】

校務の情報化の推進による教育活動の質の改善 【働き方改革の視点】

安全安心にいつでも使えるＩＣＴ環境の整備 【ＩＣＴ環境整備の視点】
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第４章 プランの体系と具体的施策（本編 p.19～p.48） 

 

第５章 プランの推進について（本編 p.49） 

１ プランの推進体制（本編 p.49） 
   本プランの推進については、指導方法や教育内容、校務の処理方法などに影響することから、学校・園管理職、教員並びに職員など学校・園関係者へ適宜必要な情報提供を行い、理解と協力が十分に得られるように進め

ていく。また、急速に進み、複雑化している教育のＩＣＴ化に適切に対応するために、教育委員会内の組織執行体制の強化を検討・推進するとともに、区長部局の関連部署と連携・協力を行い、ＩＴベンダー等の外部有識

者との積極的な意見交換等を行っていく。 

２ プランの進捗管理（本編 p.49） 

本プランの実効性を高め、目標の達成状況や具体的施策の進捗状況を確認するため、毎年１回現状調査を実施し、進捗状況を教育委員会に報告を行う。また、各具体的施策については、評価・検証を行い、 

ＩＣＴ技術の進歩等の必要に応じて適宜取組内容の見直しや改善を図っていく。なお、具体的施策の進捗状況の把握においては、既存の調査（国等の実施する調査等）を活用する。 

 

①発達段階に応じたＩＣＴを活用した学習の推進         （本編 p.21） 

②デジタル教科書・教材の充実                 （本編 p.22） 

③情報モラル教育の推進                    （本編 p.23） 

④体系化されたプログラミング教育の実施            （本編 p.25）  

⑤情報活用能力をはぐくむカリキュラム・マネジメントの実施   （本編 p.26） 

⑥先端技術の効果的な学習への活用               （本編 p.27） 

⑦特別支援教育等へのＩＣＴ活用の推進             （本編 p.28） 

⑧学校へ通うことが困難な児童・生徒への学びの保障       （本編 p.29）  

⑨教員向け研修の拡充                     （本編 p.30） 

⑩教科指導におけるＩＣＴ活用の推進              （本編 p.31） 

⑪学校サポート体制の充実                   （本編 p.33） 

⑫教材データの共有化                     （本編 p.34） 

⑬学校・園と保護者等間における連絡手段のデジタル化の推進   （本編 p.35） 

⑭学校徴収金管理システムの導入                （本編 p.36） 

⑮教職員出退勤管理システムによる教職員の勤務時間の実態把握  （本編 p.37） 
 
⑯幼稚園・こども園におけるＩＣＴを活用した園務改善      （本編 p.38） 

⑰多様な働き方への対応                    （本編 p.39） 

⑱会議・研修等のオンライン化の推進              （本編 p.40） 

⑲児童・生徒１人１台情報端末の更新等             （本編 p.41） 

⑳学校のＩＣＴ環境整備の推進                 （本編 p.42） 

㉑通信ネットワークの最適化                  （本編 p.43） 

㉒効果的・効率的なＩＣＴ環境の整備              （本編 p.44） 

㉓学習系・校務系システムの最適化               （本編 p.45） 

㉔情報セキュリティ対策の実施                 （本編 p.46） 

７新しい時代の学びを支えるＩＣＴ環境整備 

１情報活用能力の育成 

５校務事務の情報化の推進 

４学校サポート体制の充実 

３ＩＣＴを活用した指導力の向上 

２支援を要する児童・生徒へのＩＣＴを活用
した学びの充実 

８情報セキュリティの向上 

ＩＣＴを活用した「個別最適な学び」と「協働的な学び」

の実現による新しい時代に必要となる資質・能力の向上 

６働き方改革の推進 

教員のＩＣＴ活用指導力の向上 

校務情報化の推進による教育活動の質の改善 

安全安心にいつでも使えるＩＣＴ環境の整備 

目 標（４） 基本方針（８） 具体的施策（２４） 

【児童・生徒の視点】 

【教員の視点】 

【働き方改革の視点】 

【ＩＣＴ環境整備の視点】 


